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不動産取引の活性化を図るため、住宅又は土地の取引にともなって

作成される「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負

に関する契約書」にかかる印紙税軽減措置の期限が平成17年３月31日ま

でとなっていましたが、この特例措置の延長が平成17年度税制改正に取り

上げられていますか。

不動産の譲渡に関する契約書にかかる印紙税特例措置の内容は、平成
９年４月１日から平成17年３月31日までの間に作成される「不動産の譲渡に
関する契約書」又は「建設請負に関する契約書（建設業法第２条第１項に規
定する建設工事の請負にかかる契約に基づき作成されるものに限る）」のうち、
その契約書に記載された契約金額が1千万円を越えるものについては、次表
に示すようにその印紙税額を25％から10％の範囲において軽減されてきた。

不動産譲渡契約書印紙税の軽減措置

公認会計士　松　澤　　修□

契 約 金 額  

１千万円超５千万円以下 

５千万円超１億円以下 

１億円超５億円以下 

５億円超10億円以下 

10億円超50億円以下 

50億円超 

軽減税率（円） 

  15,000 

  45,000 

  80,000 

180,000 

360,000 

540,000

本則税率（円） 

  20,000 

  60,000 

100,000 

200,000 

400,000 

600,000

軽減割合（％） 

25 

25 

20 

10 

10 

10
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平成17年度税制改正においては、平成17年３月31日に期限が到来するこの
特別措置の取り扱いが検討され、引き続きその適用期限を2年延長することと
なった。
この改正により、平成19年３月31日までの間に作成される「不動産の譲渡

に関する契約書」又は「建設請負に関する契約書」で契約金額が１千万円を超
えるものについては、従前同様軽減された印紙税が適用されることとなる。

平成17年版「中小企業組合白書
－産学官との連携による事業展開－」発売中！

―全国中央会―

全国中小企業団体中央会では、昨年に引き続き、全国の中小企業組合の動向と活動事例

を紹介するため、組合関係各種資料を取りまとめた平成17年版「中小企業組合白書」を編

纂致しました。

本年版では、産学官との連携による事業展開について解説するとともに、産学官との連

携によって新事業展開に取り組む組合、IT（情報技術）によって事業革新に取り組む組合、

地域活性化に貢献している組合、企業組合、新たな連携組織の活動など、先進的な事例を

数多く紹介しております。

また、平成17年４月に成立した「中小企業新事業活動促進法」による支援策についても、

新たに創設された「新連携」を中心に紹介しております。

中小企業組合の現状を知る資料として、また組合役職員対象の各種講習会・研修会のテ

キスト等として、多くの方々にご活用いただければ幸いです。

■定　価：1,200円（消費税込）

■お申込み・お問合せ：全国中小企業団体中央会　総務部

電話　03（3523）4901 FAX 03（3523）4909

（購入申込書）http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/17hakusho.pdf


